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１．第５期福津市障がい福祉計画及び第 1期福津市障がい児福祉計

画の策定について 
 
 

障がい福祉を取り巻く法関連の整備は、近年において目まぐるしい変化を遂げています。 

平成 23 年 8 月に「障害者基本法」の改正、平成 24 年 10 月に「障害者虐待の防止、障害者の擁

護者に対する支援等に関する法律」の施行、平成 25 年 4 月には「障害者自立支援法」が「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」という。）に

改正され、また、平成 28年 4月には「障害者の雇用の推進等に関する法律の一部を改正する法律」

の改正、同年同月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解

消法」という。）が制定されました。 

障がい者福祉に関する新たなニーズが法整備という形で次々に具現化しており、これらのニーズ

に対応する施策の構築が行政に求められています。 

「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（以下「基

本指針」という。）は、障害者総合支援法第 87 条第 1 項及び児童福祉法第 33 条の 19 第 1 項の規定

に基づき、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な

方針です。 

直近の障がい施策の動向等を踏まえ、市町村及び都道府県が平成 30年度から平成 32年度までの

第 5 期障がい福祉計画及び第 1 期障がい児福祉計画を作成するに当たっては、平成 29 年 3 月に告

示された新たな「基本指針」に即して定めなければなりません。 

新たな「基本指針」の主な改正内容は、（1）地域共生社会の実現のための規定の整備、（2）精神

障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築、（3）障がい児支援の提供体制の計画的な整備、

（4）発達障害者支援の一層の充実、（5）障がい福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制

の確保に係る目標の設定、となっています。 

福津市障がい福祉計画は、障害者総合支援法に基づく市町村障がい福祉計画として、障がい福祉

サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標を定め、サービスの種類ご

との必要量を的確に見込み円滑な実施を進めることを目的としています。 

こうした中、障害者基本法に基づく市町村の障がい者計画である「第 2期福津市障がい者計画（Ｈ

27年度～Ｈ32年度）」の理念として、「障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重し合え

る、共生のまち「ふくつ」」と定められていることから、この理念を踏襲し、第 4 期福津市障がい福祉

計画に新たな基本指針を付加した、第 5期福津市障がい福祉計画及び第 1期福津市障がい児福祉計画

(平成 30年度～平成 32年度)を策定します。 
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２．第５期福津市障がい福祉計画及び第 1期福津市障がい児福祉計

画の位置づけ 
 
 

本計画は、障害者総合支援法第 88条第１項に基づく市町村障がい福祉計画であり、障がい福祉

サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標を定め、サービスの種類

ごとの必要量を的確に見込むことが定められています。また、同法第 88条第 6項には、市町村障

がい者計画等の障がい者等の福祉に関する事項を定めるものと、調和が保たれたものでなければ

ならないと規定されています。 

 

 

【計画の位置づけのイメージ図】 
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総 合 計 画 

地域福祉計画 その他関連計画 

整合性・連携 

第２期障がい者計画 

（平成 27年度～32年度） 

福 津 市 国および福岡県 

第４期障がい福祉計画 

（平成 27年度～29年度） 
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３．第５期福津市障がい福祉計画及び第 1期福津市障がい児福祉計

画の期間 
 
 

平成 30年度から平成 32年度の 3年計画として実施します。なお、最終年度となる平成 32年度

には、必要な見直しを行った後に、第 3 期福津市障がい者計画及び第 6 期福津市障がい福祉計画

を策定します。 

平成

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
年度

障害者計画

総合計画

地域福祉計画

障害福祉計画 障害福祉計画 障害福祉計画
第５期障がい福祉計画・

第１期障がい児福祉計画

障がい者計画

第４期

第２期 地域福祉計画

第２次 総合計画

第１期 第２期 第３期

第１期 第２期

障がい福祉計画
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４．障がい福祉計画の作成及び推進のための体制整備 

  

（１）福津市障がい者施策推進協議会の設置 

本計画の策定にあたっては、障害者基本法第 36条第 4項に規定する合議制の機関を設置す

る必要があります。そこで、障がい者及び障がい児の福祉に関する事業従事者、障がい当事者

団体、保健医療機関従事者、教育関係者、社会福祉関係者及び公募による市民代表者等で構成

された福津市障がい者施策推進協議会を設置し、審議を重ねました。 

 

（２）障がい者・障がい児のサービスの利用実態及びニーズの把握 

「基本指針」の中で、障がい児の健やかな育成のための発達支援を図るため、障がい児支援

の提供体制の整備等の成果目標や活動指標を盛り込むとされています。障がい児の子ども・子

育て支援等の利用ニーズについて、障がい児通所支援等を利用する障がい児の保護者に調査を

行う等により把握し、利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援

等の利用を希望する障がい児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課

後等児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等における障がい児の受入れの体制整備を行うも

のとされています。そのためにも、障がい児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの心身の状

況、その置かれている環境その他の事情について正確なニーズを把握するよう努めることが必

要です。 

障がい福祉サービスの利用実態については、基本的に平成 26年度から平成 28年度の 3年間

の利用実績を把握し、平成 28年度から平成 29年度までの実績の伸びから、障がい福祉計画の

期間におけるサービス利用の見込量を算出しました。 

ニーズ調査については福津市在住の「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉

手帳」を所持する 2,969名を対象に、郵送による障がい福祉に関するアンケート調査（以下「ア

ンケート調査」という。）を実施しました。有効回答数は 1,577名、回収率は 53.1％でした。 

このアンケート調査は、「第 2 期福津市障がい者計画」の中間時点としての障がい者の日常

生活の実態やニーズを把握することを目的として行いました。また、障がい福祉サービス提供

事業所や障がい者団体に対するヒアリング調査を実施しました。 

障がい者・障がい児の福祉サービスは、3障がい（身体・知的・精神）の制度間格差を解消

し、サービス利用等により、障がいのある人も、「普通」の暮らしが出来ることを目指してい

ます。しかしながら、この度の実態調査によると、障がいがあることで差別されたり、不快な

思いをした経験がある人も少なくなくありません。また、障がいによる健康不安や将来の見通

しに対する不安等の意見も多くありました。今後、障がいのある人に対する理解のための啓発

や教育をさらに進めていきます。 
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（３）地域自立支援協議会の活用 

障害者自立支援法(平成 18年 4月施行)により、地域における障がい福祉に関する関係者に

よる連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議の場としての「地域自立支援協議会」

の設置が義務付けられたことを受け、本市は、古賀市・新宮町と、「2市 1町障害者地域支援 

ネットワーク協議会」として、平成 22年 3月に、地域自立支援協議会の広域設置をしました。 

その後、障害者総合支援法(平成 25年 4月施行)により、「地域自立支援協議会」は、障がい 

者等への支援体制の整備を図るため、支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関

等の相互連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うも

のとされました。 

今後も、この 2市 1町障害者地域支援ネットワーク協議会を活用し、利用者ニーズの把握、

地域課題の解決、社会資源の開発、広域でのサービス基盤の整備等、様々な取り組みを進めて

いきます。 

 

（４）住民の意見の反映 

障害者総合支援法第 88条第７項の規定には、障がい福祉計画を策定し、または変更しよう

とするときは、あらかじめ障がい者等を含む地域住民の意見を反映させるために、必要な措置

を講ずるよう努めることが求められています。 

福津市障がい者施策推進協議会の設置の際には、市民代表者から委員の参画を募りました。

また、平成 30 年 1 月 18日から 2 月 16 日にかけて市民意見公募（パブリックコメント）を実

施しました。 

 

（５）福津市における他の計画との整合性 

本計画は、障害者総合支援法第 88条第１項に基づく市町村障害福祉計画であり、障がい福

祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標を定め、サービスの

種類ごとの必要量を的確に見込むことが定められています。また、本計画の策定に際しては、

福津市総合計画、障害者基本法第第 11 条第３項に規定する第２期福津市障がい者計画、社会

福祉法第 107条に規定する福津市地域福祉計画等、その他の法律の規定による福津市における

他の計画で定める障がい者等の福祉に関する事項と調和が保たれた内容にすることが必要で

す。 

     

（６）ＰＤＣＡサイクルによる検証 

障がい福祉計画は、障がいのある人の生活に必要な障がい福祉サービス等の提供の確保に向け

て推進されるものであり、関係者が目標等を共有し、その達成に向けて連携するとともに、進捗

状況を確認しながら、工夫・改善を積み重ね、着実に取り組みを進めていくことが必要となりま

す。 
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そのために作成した障がい福祉計画については、３年ごとにその進捗を把握するだけではな

く、定期的に分析・評価の上、課題等がある場合には、随時対応していくことが求められます。 

平成 25年４月に施行された障害者総合支援法第 88条の２においては、計画に定める事項に 

ついて、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認める場合は、計画を変更するこ

とその他の必要な措置を講じること（ＰＤＣＡサイクル）とされています。 

前計画である第 4期福津市障がい福祉計画(平成 27年度～平成 29年度)においては、毎年度

末に、「第 2 期福津市障がい者計画」及び「第 4 期福津市障がい福祉計画」についての取り組

み状況について、福津市障がい者施策推進協議会を開催し、各年度における障がい福祉サービ

スの計画と実績を検証してきました。計画期間中には、障害者差別解消法が施行されまし 

たので、市民に対する啓発の推進や市民との交流計画の充実に努めてきました。 

本計画においては、障がい者施策や関連施策の動向も踏まえつつ、定期的に進捗を把握し、分析・

評価を行い、福津市障がい者施策推進協議会の意見を聴きながら、計画の更なる推進を図ります。 

【第５期福津市障がい福祉計画及び第１期福津市障がい児福祉計画におけるＰＤＣＡサイクルの

プロセス】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の内容を踏まえ、事業

を実施する。 

■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認め

るときは、障がい福祉計画の見直し等を実施。 

■「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定するとともに、障害福

祉サービスの見込量の設定やその他確保方策等を定める。 

■成果目標及び活動指標については、少なくとも１年に１回その実績を把握し、障害者施策や関

連施策の動向も踏まえながら、障がい福祉計画の中間評価として分析・評価を行う。 

■中間評価の際には、協議会等の意見を聴くとともに、その結果について公表することが望まし

い。 

■活動指標については、より頻回に実績を把握し、達成状況等の分析・評価を行うことが望まし

い。 

・障がい福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成すべき目標、サービ

ス提供体制に関する見込量の見込み方の提示 

基本指針 

計画（Plan） 

改善（Act） 実行（Do） 

評価（Check） 
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５．障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の 

提供体制の確保に係る目標 
 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

地域生活への移行を進める観点から、平成 28年度末時点において福祉施設に入所している    

障がい者のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者

の数を見込み、その上で、平成 32 年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定しま

す。 

当該目標値の設定に当たっては、平成 28 年度末時点の施設入所者数の 9％以上が地域生活

へ移行するとともに、これらに合わせて平成 32年度末の施設入所者数を平成 28年度末時点の

施設入所者数から 2％以上削減することを基本とします。 

 

 

 

サービス種別 単位 
実績 見込量（年度末時点） 

平成28年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

施設入所支援 人 72 71 70 69 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がい者を地域で支える環境を整備するため、精神障がいにも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築を目指して成果目標を設定します。 

保健・医療・福祉関係者による協議の場について、平成 32年度末までに圏域（福津市・宗

像市）もしくは市単独での設置を目指します。 

入院後３ヶ月時点の退院率については、平成 32年度における目標を 69％以上とし、入院後

６ヶ月時点の退院率については、平成 32年度における目標を 84％以上とし、入院後１年時点

の退院率については、平成 32年度における目標を 90％以上とすることを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値：平成 28年度（72人）⇒平成 32年度（69人） 2％以上削減 
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（３）地域生活支援拠点等の整備 

障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、障がい者等の入所施設

や病院からの地域移行を進めるため、重度障がいにも対応することができる専門性を有し、地

域の生活で生じる障がい者等やその家族の緊急事態に対応することができるよう、地域生活支

援拠点又は居住支援のための機能を備えた拠点等が必要です。 

具体的には、①緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用を可能とするこ

とにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える、②体験の機会の提供を通じて、

施設や親元から共同生活援助、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供す

る体制を整備することなどにより、障がい者等の地域での生活を支援するための拠点づくりの

整備が必要になります。  

地域生活支援拠点等については、平成 32年度末までに圏域（福津市・宗像市）もしくは市

単独での設置を目指します。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成 32年度中に一般就労に移行

する者の目標値を設定します。 

当該目標の設定に当たっては、平成 28年度の移行実績の 1.5倍以上とすることを基本とし

ます。また、当該目標値を達成するため、就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労

移行率に係る目標値を設定します。就労移行支援事業の利用者数については、平成 32 年度末

における利用者数が平成 28 年度末における利用者数の２割以上増加すること、事業所ごとの

就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全体の

５割以上にすることを目指します。 

就労定着支援については、支援開始から 1 年後の職場定着率を 80％以上にすることを目標

とします。※平成 30年度は事業実施初年度であるため、目標値の設置はありません。 

 

 

 

サービス種別 単位 
実績 見込量（１ヶ月あたりの見込量） 

平成28年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

就労移行支援 人 22 25 26 27 

就労定着支援 人 － － 10 10 

 

 

（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

障がい児支援の提供体制を計画的に確保し、障がい児福祉計画を策定することとなったこと

から、児童発達支援センターを中心とした地域支援体制の構築や、ライフステージに応じた切

れ目の無い支援と保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連携した支援が必要になりま

す。 

既存の、福津市のびのび発達支援センター等を中心に、保健、医療、福祉、保育、教育、就

労支援等との連携充実や重症心身障がい児の支援に向けた取組を進めていきます。 

平成 30年度末までに、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図り、

医療的ケア児支援の協議の場の設置を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

目標値：平成 28年度（22人）⇒平成 32年度（27人） ２割以上増加 
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６．各年度における指定障がい福祉サービス、指定地域相談支援 

又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及び 

その見込量の確保のための方策 
 

（１）居宅介護 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
時間 940 1,020 1,110 

人 54 59 64 

事業内容 

障がい者に対して、居宅における入浴、排せつ及び食事の介

護並びに調理、洗濯、及び掃除などの生活全般に関わる援助を

行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内に６箇所あり、当該サービスに該

当する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行いま

す。 

 

 

（２）重度訪問介護 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
時間 800 1,000 1,000 

人 4 5 5 

事業内容 

重度の肢体不自由、重度の知的障がい及び重度の精神障が

いにより、行動上著しい困難を有することから、常時介護を要す

る障がい者につき、居宅における入浴、排せつ及び食事の介護

並びに調理、洗濯、及び掃除などの生活全般に関わる援助を行

います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 
サービス事業所は福津市内に５箇所あり、当該サービスに該当

する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。 
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（３）同行援護 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
時間 190 210 230 

人 11 12 13 

事業内容 

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者につ

き、外出時に同行することにより移動の援護及び必要な情報を

提供するなどの援助を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 
サービス事業所は福津市内に４箇所あり、当該サービスに該当

する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。 

 

 

（４）行動援護 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
時間 65 100 140 

人 5 8 12 

事業内容 

知的障がいや精神障がいにより行動に著しい困難があるため、

常時介護を要する障がい者につき、行動する際に生じる危険を

回避するために、外出時における移動中の援助を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 
サービス事業所は福津市内に２箇所あり、当該サービスに該当

する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。 
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（５）重度障害者等包括支援 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
時間 0 0 0 

人 0 0 0 

事業内容 

常時介護を要する障がい者であり、意思疎通を図ることに著し

い支障があるもののうち、四肢麻痺や寝たきりの状態にあるもの

並びに知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有

するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援

護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継

続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。 

見込量の算出方法 
平成 28 年度から平成 29 年度までの実績がないため、見込

量はゼロで算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内にありませんが、当該サービスに

該当する対象者が発生した場合は、必要に応じた適切な支給を

行います。 

 

 

（６）生活介護 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 2,620 2,710 2,800 

人 132 136 140 

事業内容 

障がい者支援施設において常時介護を要するものにつき、主

として昼間において入浴、排せつ及び食事の介護並びに調理、

洗濯及び掃除などの日常生活上の支援や、創作的活動又は生

産活動の機会の提供により、身体機能又は生活能力の向上の

ために支援を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 
サービス事業所は福津市内に４箇所あり、当該サービスに該当

する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数 
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（７）自立訓練（機能訓練） 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 70 90 110 

人 6 8 10 

事業内容 

身体障がい者又は難病対象者につき、障がい者支援施設へ

の通所又は居宅を訪問して行われる理学療法又は作業療法な

どのリハビリテーションにより、身体機能又は生活能力の向上の

ために支援を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 
サービス事業所は古賀市内に１箇所あり、当該サービスに該当

する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。 

  ※人日は１ヶ月あたりののべ人数 

 

 

（８）自立訓練（生活訓練） 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 130 140 150 

人 11 12 13 

事業内容 

知的障がい者又は精神障がい者につき、障がい者支援施設

への通所又は居宅を訪問して行われる入浴、排せつ及び食事

に関する訓練を行うことにより、自立した日常生活を営むための

支援を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 
サービス事業所は福津市内に２箇所あり、当該サービスに該当

する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数 
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（９）就労移行支援 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 260 270 290 

人 25 26 27 

事業内容 

就労を希望する 65 歳未満の障がい者であって、一般の事業

所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、生産活動

及び職場体験の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた

職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相

談などの援助を行います。 

目標値の算出方法 
平成 28年度（22人）から平成 32年度（27人）までに２割以

上の増加を見込む。 

目標値の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内に１箇所あるものの、就労移行支

援者数の増加を目指し、近隣のサービス事業所との連携や市内

での新設に向けた取組を実施していきます。当該サービスに該

当する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行いま

す。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数 

 

 

（10）就労継続支援（Ａ型） 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 520 650 820 

人 43 54 68 

事業内容 

一般の事業所への雇用が困難な障がい者のうち、適切な支

援により雇用契約に基づき就労を希望する者に対して、生産活

動の機会の提供並びに就労に必要な知識及び能力の向上のた

めの支援を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内に２箇所あるものの、就労継続支

援者数の増加を目指し、近隣のサービス事業所との連携や市内

での新設に向けた取組を実施していきます。当該サービスに該

当する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数 
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（11）就労継続支援（Ｂ型） 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 1,330 1,460 1,600 

人 111 122 134 

事業内容 

一般の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、一

般の事業所に雇用されていたが年齢又は心身の状態などの事

情により引き続き雇用が困難となった者、就労移行支援によっ

ても一般の事業所に雇用されなかった者に対して、雇用契約を

結ばないで生産活動の機会の提供並びに就労に必要な知識及

び能力の向上などの支援を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 
サービス事業所は福津市内に５箇所あり、当該サービスに該当

する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数 

 

 

（12）就労定着支援（平成 30年度から開始） 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 ー 10 10 

事業内容 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者

のうち、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者

に対し、相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や

関係機関等との連絡調整やそれに伴う、生活リズム、家計や体

調管理などに関する課題解決に向けて必要な連絡調整や指

導・助言等の支援を行います。 

見込量の算出方法 
新規事業で実績がないため、平成 30 年度の見込量はゼロで

算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内にありませんが、近隣のサービス

事業所との連携や市内での新設に向けた取組を実施していきま

す。当該サービスに該当する対象者に対しては、必要に応じた適

切な支給を行います。 

  ※平成 30 年度は事業実施初年度であるため、目標値は設定できません。 

 

 



 

－16－ 

 

 

（13）療養介護 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 人 12 12 12 

事業内容 

病院において常時介護を要する障がい者のうち、主として昼

間の機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下におけ

る介護及び日常生活上の世話などの支援を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は古賀市内に１箇所あり、利用実績は横ばい

であるが、当該サービスに該当する対象者に対しては、必要に

応じた適切な支給を行います。 

 

 

（14）短期入所 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

短期入所（福祉型） 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 

人日 430 450 460 

人 36 37 38 

短期入所（医療型） 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 

人日 30 45 60 

人 2 3 4 

事業内容 

居宅において障がい者の介護を行う者の疾病などの理由によ

り、障がい者支援施設への短期間の入所をし、入浴、排せつ及

び食事の介護の援助を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内に５箇所あるものの、短期入所の

需要は年々高まっているため、近隣の障がい者支援施設との連

携を図りながら、当該サービスに該当する対象者に対しては、必

要に応じた適切な支給を行います。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数 
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（15）自立生活援助（平成 30年度から開始） 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 人 3 4 5 

事業内容 

障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障が

い者のうち、一人暮らしを希望する者等に対し、定期的に利用者

の居宅を訪問し、食事、洗濯、掃除などに課題がないか、公共

料金や家賃に滞納はないか、体調に変化はないか、通院してい

るか、地域住民との関係は良好か、などについて確認を行い、

必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う。また、利用者か

らの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時

の対応を行います。 

見込量の算出方法 新規事業で実績がないため、今後の見込から算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内にありませんが、当該サービスに

該当する対象者が発生した場合は、必要に応じた適切な支給を

行います。 

 

 

（16）共同生活援助（グループホーム） 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 人 60 65 70 

事業内容 

共同生活を営む住居に入居している障がい者に対して、主と

して夜間や休日において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護

などの必要な日常生活上の支援を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

グループホームは福津市内に１１箇所あり、当該サービスに該

当する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。

今後、施設入所者が地域生活へ移行できるようグループホーム

の充実にむけた取り組みを進めます。 
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（17）施設入所支援 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（年度末時点） 人 71 70 69 

事業内容 

施設に入所している障がい者に対して、主として夜間において

入浴、排せつ及び食事の介護、生活に関する相談及び助言な

どの必要な日常生活上の支援を行います。 

目標値の算出方法 
平成 28年度（72人）から平成 32年度（69人）までに２％以

上の削減を見込む。 

目標値の確保のための方策 

施設は福津市内に１箇所あり、当該サービスに該当する対象

者に対しては、目標値を見据えながら必要に応じた適切な支給

を行います。 

 

 

（18）地域相談支援（地域移行支援） 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 2 2 2 

事業内容 

障がい者支援施設に入所している障がい者又は精神科病院

に入院している精神障がい者に対して、住居の確保やその他の

地域における生活に移行するための活動に関し重点的に相談な

どの必要な支援を行います。 

見込量の算出方法 
平成 28年度から平成 29年度までの相談実績からの見込み

で算出。 

見込量の確保のための方策 

地域移行支援に関する相談支援事業者は福津市内に２箇所

あり、当該サービスに該当する対象者に対しては、必要に応じた

適切な支給を行います。 
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（19）地域相談支援（地域定着支援） 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 2 2 2 

事業内容 

居宅において単身で生活する障がい者に対して、常時の連絡

体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態にお

ける相談などの必要な支援を行います。 

見込量の算出方法 
平成 28年度から平成 29年度までの相談実績からの見込み

で算出。 

見込量の確保のための方策 

地域定着支援に関する相談支援事業者は福津市内に２箇所

あり、当該サービスに該当する対象者に対しては、必要に応じた

適切な支給を行います。 
 

 

（20）計画相談支援 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 660 700 740 

事業内容 

① 障がい福祉サービスの申請又は変更の申請に係る障がい

者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用

に関する意向などの事情を勘案し、利用する障がい福祉サ

ービスの種類及び内容等を記載した「サービス等利用計画

（案）」を作成します。      

②支給決定又は変更決定後に、サービス事業者との連絡調整

等を行うとともに、支給決定に係るサービスの種類及び内容、

担当者などを記載した「サービス等利用計画」を作成します。 

③支給決定の有効期間内において、「サービス等利用計画」が

適切であるかどうかについて、モニタリング期間ごとにサービス

の利用状況を検証し、心身の状況、その置かれている環境、

サービスの利用に関する意向などの事情を勘案し、必要があ

る場合は「サービス等利用計画」の見直しを行います。 

④基本相談として、障がい者や保護者に対して必要な情報提

供、助言等の相談に応じます。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

計画相談支援に関する相談支援事業者は福津市内に６箇所

あり、当該サービスに該当する対象者に対しては、必要に応じた

適切な支給を行います。 
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（21）児童発達支援 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 200 210 220 

人 37 39 41 

事業内容 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練などの必要な支援を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

児童発達支援センターは福津市内に１箇所あり、当該サービ

スに該当する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行

います。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数 

 

 

（22）放課後等デイサービス 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 980 1,140 1,320 

人 75 87 101 

事業内容 

就学児を対象に、授業の終了後又は学校の休業日に、生活

能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの

必要な支援を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 
サービス事業所は福津市内に５箇所あり、当該サービスに該当

する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数
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（23）保育所等訪問支援 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 4 8 12 

人 4 8 12 

事業内容 

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童

との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 

また、平成 30 年度から、乳児院、児童養護施設に入所して

いる障がい児を対象として拡大します。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内に１箇所あり、当該サービスに該当

する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。ま

た、乳児院、児童養護施設に入所している障がい児に対して

は、近隣のサービス事業所を利用するなど必要に応じた適切な

支給を行います。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数 

 

 

（24）居宅訪問型児童発達支援（平成 30年度から開始） 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 4 8 12 

人 1 2 3 

事業内容 

重症心身障がい児などの重度の障がい児等のうち、児童発

達支援等の障がい児通所支援を受けるために外出することが著

しく困難な障がい児に対し、障がい児の居宅を訪問し、日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を

行います。 

見込量の算出方法 新規事業で実績がないため、今後の見込から算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内にありませんが、当該サービスに

該当する対象児が発生した場合は、近隣のサービス事業所との

連携を図り、必要に応じた適切な支給を行います。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数 
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（25）医療型児童発達支援 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１ヶ月あたり） 
人日 1 1 1 

人 1 1 1 

事業内容 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理

下での支援が必要であると認められた障がい児に対して、日常

生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練などの必要な支援を行います。 

見込量の算出方法 
平成 28 年度から平成 29 年度までの実績がないため、今後

の見込から算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内にありませんが、当該サービスに

該当する対象児が発生した場合は、近隣のサービス事業所との

連携を図り、必要に応じた適切な支給を行います。 

※人日は１ヶ月あたりののべ人数 
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（26）障害児相談支援 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 310 360 410 

事業内容 

①障がい福祉サービスの申請又は変更の申請に係る障がい児

の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関

する意向などの事情を勘案し、利用する障がい福祉サービス

の種類及び内容等を記載した「サービス等利用計画（案）」を

作成します。       

②支給決定又は変更決定後に、サービス事業者との連絡調整

等を行うとともに、支給決定に係るサービスの種類及び内容、

担当者などを記載した「サービス等利用計画」を作成します。 

③支給決定の有効期間内において、当該者に係る「サービス等

利用計画」が適切であるかどうかについて、モニタリング期間ご

とにサービスの利用状況を検証し、心身の状況、その置かれ

ている環境、サービスの利用に関する意向などの事情を勘案

し、必要がある場合は「サービス等利用計画」の見直しを行い

ます。 

④基本相談として、障がい児や保護者に対して必要な情報提

供、助言等の相談に応じます。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

障がい児計画相談支援に関する相談支援事業者は福津市

内に５箇所あり、当該サービスに該当する対象児に対しては、必

要に応じた適切な支給を行います。 
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７．地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 現状 実施 実施 実施 

事業内容 

障がい者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会

的障壁」を除去するために、障がい者の理解を深めるための研

修・啓発を通じて、地域住民への働きかけを強化することにより、

共生社会の実現を図ります。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績から算出。 

見込量の確保のための方策 

通年で定期的にイベント等を行う「ふれあい交流事業」を実施

することにより、障がいのある人と市民との交流の機会の場を設

けます。 

 

 

（２）相談支援事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 箇所 2 2 2 

事業内容 

障がい者本人や障がい児の保護者又は障がい者の介護者か

らの相談に対して、必要な情報を提供したり、権利擁護のために

必要な援助をすることにより、障がい者が自立した日常生活又

は社会生活を営めるような支援を行います。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績から算出。 

見込量の確保のための方策 

障がい者相談支援事業や障がい者生活支援センター事業を

受託した福津市内の相談支援事業者により、相談者のニーズに

応じた適切な相談支援を行います。 
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（３）自立支援協議会 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 現状 実施 実施 実施 

事業内容 

障がい者福祉に関わる関係機関の連携を緊密化することによ

り、障がいに関連する地域課題についての情報を共有し、障がい

者支援の体制整備を図ることを目的とした自立支援協議会を設

置します。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績から算出。 

見込量の確保のための方策 

２市１町（福津市・古賀市・新宮町）障害者地域支援ネットワ

ーク協議会、連携会議、権利擁護部会、就労支援部会を活用

して、関係機関との連携を緊密にすることにより、地域課題の掘

り起しや課題解決に向けた取り組みを実施します。 

 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 1 1 1 

事業内容 

障がい福祉サービスを利用する知的障がい者や精神障がい

者が、成年後見制度を利用するために、後見人の報酬など必要

経費の一部の助成を受けることにより、生活支援と権利擁護の

確保を図ります。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの予算ベースから算出。 

見込量の確保のための方策 
当該事業に該当する被後見人に対しては、生活支援と権利

擁護の確保のために、必要に応じた適切な助成を行います。 
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（５）意思疎通支援事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 330 340 350 

事業内容 

聴覚、言語機能、音声機能などの障がいにより、意思疎通を

図ることに支障がある障がい者に対して、手話通訳、要約筆記

などの方法で意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者の

派遣を行うことにより、意思疎通の円滑化を図ります。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

福津市社会福祉協議会にコーディネーターとして業務委託を

行い、当該事業に該当する対象者に対しては、必要に応じた適

切な支援を行います。 

 

 

（６）日常生活用具給付等事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

介護・訓練支援用具 

サービスの見込量（１年あたり） 
件 6 6 6 

自立生活支援用具 

サービスの見込量（１年あたり） 
件 13 14 15 

在宅療養等支援用具 

サービスの見込量（１年あたり） 
件 10 10 10 

情報・意思疎通支援用具 

サービスの見込量（１年あたり） 
件 30 30 30 

排泄管理支援用具 

サービスの見込量（１年あたり） 
件 960 970 980 

在宅生活動作補助用具 

サービスの見込量（１年あたり） 
件 5 5 5 

事業内容 

 障がい者に対して、自立生活を支援するための日常生活用

具の購入に係る費用を助成することにより、日常生活の便宜を

図ります。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 

当該事業に該当する対象者に対しては、必要に応じた適切

な助成を行います。また、難病患者等に対して、事業の周知を

図り、サービスの利用促進に努めます。 
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（７）手話奉仕員養成研修事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 20 20 20 

事業内容 

日常会話に必要な手話の表現技術を習得した者を養成する

ことにより、意思疎通を図ることが困難な障がい者に対して、手

話による意思疎通の支援を行うことで、自立した日常生活又は

社会生活を営めるようにします。 

見込量の算出方法 平成 30年度の予算ベースから算出。 

見込量の確保のための方策 

平成 27 年度からの宗像市との共催による手話講習会を行

い、手話奉仕員を養成するための環境を整備することにより、手

話奉仕員の数の確保に努めます。 

 

 

（８）移動支援事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 
時間 1,300 1,450 1,600 

人 200 220 240 

事業内容 

屋外での移動が困難な障がい者について、外出のための支

援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促し

ます。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 
当該事業に該当する対象者に対しては、必要に応じた適切な

助成を行います。 
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（９）地域活動支援センター（Ⅰ型） 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

基礎的事業 

サービスの見込量（１年あたり） 
箇所 1 1 1 

機能強化事業 

サービスの見込量（１年あたり） 
箇所 1 1 1 

事業内容 

障がい者及びその家族からの相談に応じて、情報提供、居場

所の提供、社会との交流の促進などの支援を行うとともに、社会

基盤との連携強化、地域住民への普及啓発を行うことにより、障

がい者の地域生活の向上を図ります。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績から算出。 

見込量の確保のための方策 
サービス事業所は福津市内に１箇所あり、当該事業を必要と

する対象者に対しては、必要に応じた適切な対応を行います。 

 

 

（10）地域活動支援センター（Ⅱ型） 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

基礎的事業 

サービスの見込量（１年あたり） 
箇所 2 2 2 

機能強化事業 

サービスの見込量（１年あたり） 
箇所 2 2 2 

事業内容 

地域において雇用・就労が困難な在宅の障がい者に対して、

機能訓練、社会適応訓練、入浴などのサービスを実施すること

により、障がい者の地域生活の向上を図ります。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績から算出。 

見込量の確保のための方策 

サービス事業所は福津市内と古賀市内に１箇所づつあり、当

該事業に該当する対象者に対しては、必要に応じた適切な支給

を行います。 
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（11）地域活動支援センター（Ⅲ型） 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

基礎的事業 

サービスの見込量（１年あたり） 
箇所 1 1 1 

機能強化事業 

サービスの見込量（１年あたり） 
箇所 1 1 1 

事業内容 

地域において、引きこもりがちな障がい者及び障がい児に対し

て、創作的活動若しくは生産活動の機会の提供又は社会との交

流の促進を実施することにより、障がい者の地域生活の向上を

図ります。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績から算出。 

見込量の確保のための方策 
サービス事業所は宗像市内に１箇所あり、当該事業に該当す

る対象者に対しては、必要に応じた適切な支給を行います。 

 

 

（12）日中一時支援事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 255 265 270 

事業内容 

障がい者又は障がい児を在宅で日常的に介護している家族

に対して、障がい者の日中における活動の場と家族の一時的な

休息を確保します。 

見込量の算出方法 平成 28年度から平成 29年度までの実績伸び率から算出。 

見込量の確保のための方策 
当該事業に該当する対象者に対しては、必要に応じた適切な

助成を行います。 
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（13）訪問入浴サービス事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 4 4 4 

事業内容 

在宅での入浴が困難な重度の心身障がい者に対して、訪問に

より在宅での入浴サービスを提供することにより、身体の清潔の保

持及び心身機能の維持を図り、地域生活の向上を図ります。 

見込量の算出方法 平成28年度から平成29年度までの実績の平均値から算出。 

見込量の確保のための方策 

在宅生活における入浴サービスを確保するために、当該事業

に該当する対象者に対しては、必要に応じた適切な助成を行い

ます。 

 

 

（14）福祉タクシー料金助成事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 回数 11,421 11,421 11,421 

事業内容 

重度の障がい者に対して、タクシーの利用料金の一部を助成

することにより、外出の機会を増やすための支援に繋がり、地域

における自立生活及び社会参加を促します。 

見込量の算出方法 平成26年度から平成28年度までの実績の平均値から算出。 

見込量の確保のための方策 

当該事業に対しては、障がい者実態調査において利用券の

枚数を増やして欲しいという意見や、軽度の障がい者まで支給

対象枠を広げて欲しいという意見があります。当該事業は全額

市費による助成であることから、支給対象枠を広げることや増枚

することは現状では難しいため、現行の該当する対象者に対して

は、必要に応じた適切な助成を行います。 
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（15）身体障害者用自動車改造費助成事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 4 4 4 

事業内容 

身体障がい者が就労などに伴い、自動車の運転を行う際に必

要となる自動車改造の費用を助成することにより、地域における

自立生活及び社会参加を促します。 

見込量の算出方法 平成26年度から平成28年度までの実績の平均値から算出。 

見込量の確保のための方策 
当該事業に該当する対象者数は毎年ばらつきがあるものの、

必要に応じた適切な助成を行います。 

 

 

（16）軽度・中度等難聴児補聴器購入費助成事業 
 

 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

サービスの見込量（１年あたり） 人 2 2 2 

事業内容 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度等の難聴

児に対して、補聴器購入費の一部を助成することにより、言語の

取得や教育における健全な発達を支援します。 

見込量の算出方法 平成 30年度の予算ベースから算出。 

見込量の確保のための方策 
当該事業に該当する対象者数の把握が難しいものの、必要

に応じた適切な助成を行います。 
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